
 

平成１７年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況 

～ 請求件数が過去最多 ～ 

Ⅰ 情報公開制度の運用状況 

「行政の透明性」を高め、「開かれた県政」を更に推進していくため、県民の皆さんとのより一層

の情報共有化を目指して、情報公開制度を実施しています。 

 

 １ 情報公開の請求状況 

   請求者数は平成16年度と比べて増加し、平成15年度に次いで制度発足以来２番目の多さとなっ

ています。請求件数は22,746 件となり、平成16年度の件数の３倍を超えて過去最多を記録しまし

た。なお、請求件数のこれまでの最多は、平成７年度の10,492 件でした。 

年 度 請 求 者 数 請 求 件 数 

58～14    ８，４１４人   ６４，０４４件 

１５    １，５６１      ５，３４９ 

１６ １，３５６    ６，９５３ 

１７ １，５４４   ２２，７４６ 

計   １２，８７５   ９９，０９２ 

 

  (1) 前年度との比較 

 １７年度 １６年度 増 減 

請求者数 １，５４４人 １，３５６人      ＋１８８人 

請求件数 ２２，７４６件   ６，９５３件 ＋１５，７９３件 

 

  (2) 請求件数の多い行政文書（上位５項目） 

請求件数の多い文書をみると、③古物営業関係文書及び⑤食品営業許可台帳等のほか、新し

い項目が上位に並びました。 

１７ 年 度 １６ 年 度 

① 県立学校の職員会議配布資料、議事録等 

 (9,513 件)

② 建築計画概要書        (3,398 件)

③ 古物営業関係文書       (1,956 件)

④ 学校法人の財務関連文書      (595 件)

⑤ 食品営業許可台帳等        (484 件)

① 公益法人の財産目録      （604 件）

② 食品営業許可台帳等      （581 件）

③ 県立図書館における前渡金、非常勤報酬等

に関する文書          （464 件）

④ 政治資金収支報告書等      （358 件）

⑤ 古物営業関係文書        （304 件）

 

 

 



  (3) 請求件数の多い部局（上位５部局） 

部 局 別 １７年度 （割合） １６年度 前 年 比 

教育委員会  １０，４７４件（46.0％）  １，４１８件  ＋９，０５６件 

県土整備部   ４，６０９件（20.3％） ９３５件  ＋３，６７４件 

警察本部長   ４，５３９件（20.0％） １，３４５件 ＋３，１９４件 

保健福祉部 ９０１件（ 4.0％） １，２１０件 △３０９件 

県 民 部 ６９７件（ 3.1％） ２８３件    ＋４１４件 

 

○ 教育委員会では職員会議配布資料・議事録が９割、県土整備部では建築計画概要書が７割

を占めています。警察本部長では古物事業者の営業情報に関する文書が４割、保健福祉部で

は食品営業許可台帳等が５割、県民部では学校法人の財務計算に関する文書が９割を占めま

した。 

 

 ２ 情報公開請求の処理状況 

公 開 一部公開 非公開 計 

１４，２９６件 ８，００４件 ４４６件 ２２，７４６件 

○ 請求件数のうち、全部を公開した割合は 62.9％（昨年度 58.4％）と増加し、全部を非公

開とした割合は2.0％（昨年度 4.2％）と減少しています。 

○ 非公開理由の内訳は、個人に関する情報７，３６２件、事業の実施に関する情報１，８３

２件、法人に関する情報１，４４１件等となっています（１件の文書で複数の非公開理由に

該当する場合もあります）。 

○ なお、非公開４４６件のうち、４１５件は文書不存在、５件は存否応答拒否、３件は却下

によるものです。 

 

 ３ 不服申立件数と処理状況 

不服申立件数 処 理 状 況 

情報公開審査会からの答申  前 年 度

ま で の

継 続 審

議 

17 年度

受 理

（諮問

件数） 

 
請求人主張

全部認容 

請求人主張

一部認容 

請求人主張

否認 

取下げ 中断 審議中 

95 件 52 件 43 件 60 件 ６件 22件 32 件 ４件 ２件 29件 

○ 平成 17年度に受理した諮問は43件です。平成12年度（89件）、平成16年度（54件）の

次に多い件数となりました。 

○ 昨年度に引き続き、論点や対象行政文書が類似するものをまとめて審議するなど審議方法

等を工夫することにより、60件の諮問に対して答申しました。 

○ この結果、審議中案件は平成16年度末の 52件から、平成17年度末は 31件（中断を含む）

にまで減らすことができました。 

 

 ４ 県主導の第三セクター等の情報公開について 

   県主導の第三セクター等 40 団体においても、各団体の規程に基づき情報公開制度を運用してい

ます。平成17年度は、６団体に対して２２件の公開申出がありました。 

   また、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等

を図ることを目的として創設された「指定管理者」制度においても、指定管理者は同様に情報公開

制度を運用することを条例で求めております。平成 17 年度から津久井やまゆり園において社会福

祉法人かながわ共同会が指定管理者として施設運営を行ってきましたが、当該年度中に情報公開制

度の利用はありませんでした。 



Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 

個人情報保護制度は、神奈川県個人情報保護条例に基づき、個人情報の取扱いによる個人の権利利

益の侵害の防止を目的としているものです。 

 １ 利用状況 

個人情報保護法の全面施行（平成 17 年４月１日）により、法に関する問合せ、苦情相談等の件

数が増加しました。多かった相談としては、自治会名簿や緊急連絡網をこれまでどおり配付してよ

いかという個人情報の第三者への提供に関するものや、勧誘電話をかけてくる事業者は個人情報を

不適正に取得したのではないかという個人情報の取得に関するものなどです。 

利  用  件  数 

自己情報の請求件数 
年度 利用者数 

開示 

請求 
簡易開示 

訂正 

請求 

利用停

止請求
※1 

小計 

 

是正 
※2 

問合せ 

照会 

苦情 

相談等
合 計 

2～14 214,955 人 541 件 209,735 件 21件  210,297 件 4件 4,763 件 101 件 215,165 件

15 10,340  99 9,867  2  9,968 0  375   2  10,345 

16 8,532 129 8,091    0  8,220 6  316   5 8,547 

17 9,006 154 8,371    2 0 8,527   442  37 9,006 

計 242,833 923 236,064 25 0 237,012 10 5,896 145 243,063 

※１ 平成 17年４月１日から、是正の申出制度に代わり導入されました。 

※２ 平成 16年度末で廃止されました。 

  ※簡易開示（口頭で請求して、その場で開示を受ける）による請求が多かった試験 

１７ 年 度 １６ 年 度 

①高等学校入学者選抜    （5,866 件）

②公立学校教員採用候補者選考試験 （571 件）

③警察官採用試験        （459 件）

①高等学校入学者選抜    （5,323 件）

②公立学校教員採用候補者選考試験 （544 件）

③警察官採用試験        （464 件）

 

 ２ 簡易開示を除く開示請求等の処理状況 

開 示 請 求 

開 示 一部開示 不開示 却下 計 

８８件 １６件 ４９件 １件 １５４件 

○ 開示請求のうち医療・保健福祉分野が約５割、教育分野が４割弱を占めています。 

○ 不開示のうち４６件は文書不存在によるものです。 

○ 自己情報の訂正請求は２件ありましたが、ともに不訂正の決定がされました。 

 ３ 不服申立件数と処理状況 

不服申立件数 処 理 状 況 

個人情報保護審査会からの答申  前年度ま

での継続

審議 

17 年度受

理（諮問

件数） 

 請求人主張

全部認容 

請求人主張

一部認容 

請求人主張

否認 

取下げ 審議中 

12 件 ７件 ５件 ４件 １件 ２件 １件 ０件 ８件 

 

 ４ 実施機関の個人情報取扱事務登録件数・事業者の個人情報取扱業務登録件数 

   ・ 実施機関において、個人を検索しうる形で個人情報が登録された行政文書を取り扱う事務は、

平成17年度末に事務数で2,238 件、文書件名数で6,166 件が登録されています。 

・ 「個人情報取扱業務登録制度」とは、民間事業者が取り扱う個人情報の目的や収集する項目な

どを県に登録し、県政情報センターなどで県民の皆様に自由にご覧いただくものです。県では、

平成２年以降、制度の普及に努めてきており、登録件数は着実に増えてきています。平成 17 年

度には、新たに156事業者、業務数で250件の登録がありましたので、平成17年度末では、8,121

事業者、業務数で14,326 件の登録となりました。 


